
会 議  開  催 の  お  知 ら  せ  

 

１  会  議  名   令和６年（審）第１号等事案  

不利益処分についての審査請求公開口頭審理  

 

２  開催日時   令和８年２月１７日（火）１０：００～  

 

３  開催場所   函館市役所本庁舎７階  特別委員会室  

 

４  内容および公開・非公開の別   

（１）令和６年（審）第１号等事案  

不利益処分についての審査請求公開口頭審理（公開）  

 

５  非公開の理由   －  

 

６  傍聴の定員  ３０名  

 

７  傍聴手続に係る特記事項  

（１）傍聴の手続  

  ・傍聴を希望される方は開始１０分前までに会場へお集まりください。 

・傍聴人は，審理会場において，名簿に住所および氏名を記入してく

ださい。  

  ・傍聴定員を超える場合は，先着順とします。  

（２）入場の禁止   

  次の方は，傍聴席に入場することができません。  

・酒気を帯びている者  

・危険物その他審理会場に持ち込むことが不適当であると認められる

物品を携帯している者  

  ・その他審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者  

（３）傍聴人の遵守事項  

  次の事項を守ってください。  

  ・はち巻き，たすき等の着用はできません。  

・旗，プラカード等の携帯はできません。  

・静粛に傍聴してください。  

  ・飲食または喫煙はできません。  

  ・みだりに傍聴席を離れないでください。  

  ・審理長の許可を得ない写真撮影，録音，録画等はできません。  

  ・その他係員の指示に従ってください。  

 

８  お問い合わせ先  

  函館市公平委員会事務局（電話  ２１－３５８２）  

 

９  その他  

  ・傍聴人は，会議での発言ができません。  

 


